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こころのバリアフリー市民部会 誰もが安心して過ごせるまちづくりのために市民のみなさまに「ありがとう」を伝えていきます。【都市政策課交通計画担当】

茅ヶ崎ならではの健康づくり「ちがさき的、 〇〇のすすめ」

　誰もが自分らしく、楽しみと生きがいのある生活を送ることができる社
会の実現を目指し「茅ヶ崎みんなの食と元気と歯っぴぃ計画」を策定しました。
� 【保健所健康増進課健康づくり担当☎（38）3331】

　茅ヶ崎ならではの健康づくり情報を本計画の概要版で「ちがさき的、〇〇のす
すめ」として紹介しています。概要版は市政情報コーナー、保健所健康増進課、
各公共施設などで4月1日㈭から配布します。

　自分らしくいきいきと暮らすためには、日々の食生活や適度な運動、歯と口
の健康などが重要です。市は「第3次茅ヶ崎市食育推進計画」、「第2次茅ヶ崎市
健康増進計画」、「第2次茅ヶ崎市歯及び口腔の健康づくり推進計画」をそれぞれ
作成し、より効果的に展開するために愛称を「茅ヶ崎みんなの食と元気と歯っ
ぴぃ計画」として一冊にまとめました。この計画に基づき、食育・健康増進・歯
と口の健康づくりを総合的・効果的に推進します。

　市は「茅ヶ崎市総合計画」を基本に、福祉分野の計画を策定しています。福祉分野の総合
的な計画として「みんながつながるちがさきの地域福祉プラン2」、地域福祉の推進に関する
取り組みとして「第6期茅ヶ崎市障がい者保健福祉計画」、「第8期茅ヶ崎市高齢者福祉計画・
介護保険事業計画」を策定しました。
【福祉政策課福祉政策担当、障がい福祉課障がい福祉推進担当、高齢福祉介護課生きがい創出担当】福祉分野福祉分野のの3計画3計画をを策定策定

みんながつながるちがさきの地域福祉プラン2
（2021年度～2025年度）

第8期茅ヶ崎市高齢者福祉計画・介護保険事業
計画（2021年度～2023年度）

第6期茅ヶ崎市障がい者保健福祉計画
（2021年度～2023年度）

一人ひとりを尊重し、共に見守り支え合い
心豊かに暮らせるまちづくり
　「つながる」「活動する」「支え合う」の3つを基本目標と
し、重点的な取り組みとして次の4つを設定しました。
●多様性への理解の促進
　�地域の特性や事情の異なる人に対する理解と尊重を
促します

●地域参加の仕組み・きっかけづくり
　�誰もが地域の活動に参加できるような情報発信・提
供を行います

●相談支援体制・連携の充実
　地域と専門機関が支える相談支援体制を構築します
●成年後見制度の普及・利用促進

高齢者の日々充実した暮らしの
実現を目指して
●�第6期計画から段階的な構築を目指している「地
域包括ケアシステム」のさらなる深化・推進に取
り組みます

●�高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自立した
日常生活を送ることができるよう、介護サービス
の維持・充実に取り組みます

●�高齢者がいつまでも元気で、生涯にわたって活
躍できるよう、介護予防・フレイル対策、認知
症予防の取り組みを推進し、高齢者の健康の維
持増進を図ります

計画書はいずれも市HPの他、各公共施設で閲覧できます

お互いの理解と助け合いのもと
だれもが自分らしく生きがいのある暮らしを
実現できるまちを目指して
●�障がい者の自立を支援する、相談支援体制の充
実や個々のニーズに応じたサービスの提供など
の検討を進めます

●�障がいへの理解と障がい者が日常生活を送る上
で必要な配慮について、さらなる理解の浸透を
図ります

●�国の基本指針に基づき、成果目標と見込み量を設
定し、一般就労者数の増加などに取り組みます

誰 も が 地 域 で 自 分 ら し く 暮 ら せ る
ま ち の 実 現 を 目 指 し て

いきいきと暮らすために

　納税者の利便性向上のため、市は5月よりスマートフォンアプリ
「モバイルレジ」によるネットバンキングやクレジットカード決済、
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ayによるキャッシュレス決済を導入します。
� 【収納課総務担当】

対象税目・市県民税（普通徴収）
・固定資産税・都市計画税
・軽自動車税（種別割）

※�ご利用には専用アプリのダウンロードが必要。詳細は市HP参照

モバイルレジ
納付書のバーコードをスマー
トフォンのカメラで読み取
り、納付できるサービス

ショートステイ
（宿泊で預かる）

トワイライトステイ
（夕方から夜まで預かる）

利用できる事由 保護者の病気や出産、家族の介
護、出張、育児疲れなど

仕事や家族の介護などで保護者
の帰宅が遅くなるなど

利用時間
24時間（子どもの受け入れ・引
き取りは9時～19時）
1回に6泊7日以内、年度ごとに
48日以内

17時～22時（土・日曜日、祝日
を除く）
年度ごとに50日以内

子どもを預かる施設 白十字会林間学校（富士見町4-54）
料金

非課税世帯・生活保護
世帯には減免あり

1人1泊2日6000円
（食事代を含む。1泊増えるごと
に3000円増）

1人1回1500円
（食事代を含む）

　仕事や育児疲れなどで子どもの養育ができない方のた
めに、子どもを短期的に預かり、食事や身の回りの世話、
学習支援を行います。詳細はお問い合わせください。
� 【子育て支援課子育て推進担当】

子育て短期子育て短期
支援事業支援事業

スマホスマホでで市税市税のの納付納付がが便利便利にに

　食育のすすめ
　市内に数多くある農
家の直売所や「C

チ ョ イ ス

hoice! 
C
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HIGASAKI」のお店など
を訪ね、茅ヶ崎の食材
を取り入れてみよう。

　健康のすすめ

　徒歩や自転車で市内
を巡り活動量をアップ
しよう。海の潮風や里
山のすがすがしい空気
でリフレッシュ。

　歯と口の健康のすすめ

　今すぐ、いつでも、ど
こでもできる「湘南くち
体操（湘南版お口の健

けん
口
こう

体操）」で、オーラルフレ
イルを予防しよう。

は 自宅で
納税

スマホで納付

こころのバリアフリー ありがとう！車椅子を利用している私から・・・食事をするためにお店に入ろうとした時、お店の前の段差で困っていると店員の方が
出てきて、笑顔で車椅子を押してくれました。この方の対応で、その後の食事がとても楽しかったです。

完成予想図（館内）

図書館分室 基本展示室
企画企画
展示室展示室

総合案内（受付）

市民交流
スペース
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　新型コロナウイルス感染症の影響による保護者の経済
的負担の軽減と子どもの健康を守るため、現行の小児医
療費助成制度の所得制限を超過して対象外となっている
児童の通院などにかかる医療費を時限的に助成します。
また、現行制度で対象の児童にかかる通院時の一部負担
金も同様に助成します。
� 【子育て支援課子育て推進担当】

　文化資料館は1971年に地域の資料を保
存する施設として開館しました。収蔵す
る資料は約7万点にのぼり、茅ヶ崎の自然
や歴史、文化にまつわる資料の調査・研
究や収集・保存、展示、イベントの開催
などを市民や市民グループと協力して展
開しています。
　4月以降、移転準備のため休館しますが、
当館の展示を楽しめる市HP「おうちミュー
ジアム」を公開しています。

文化資料館キャラクター
「ぴじゅうからちゃん」

文化資料館のあゆみ文化資料館のあゆみ 交流館はどんなところ？交流館はどんなところ？

今後のスケジュール今後のスケジュール

　市では中海岸にある「文化資料館」を「（仮称）歴史文化交流館」（以下、交流館）として、
堤に移転・整備する事業を進めています。4月から建築工事を開始します。
� 【社会教育課博物館整備担当、文化資料館☎（85）1733】

（仮称）（仮称）歴史文化交流館歴史文化交流館をを建設中建設中

　交流館は文化資料館に代わる新しい博物館です。周辺には
駒寄川や民俗資料館（旧和田家住宅・旧三橋家住宅）があり、
自然豊かな立地のもとで、教育拠点としての役割を担います。
「大地と人の物語」をテーマに、再訪したくなる展示や市民・
利用者と協力し、調査・研究やイベントの開催を行います。
また図書館分室や市民交流スペースを設け、市民活動や交流
の場となる施設を目指します。

　建築工事完了後に、文化資料館に保存している資料などを
移転して2022年度中に開館を予定しています。文化資料館
での活動の成果や交流館での新しい活動は、今後も展示会や
市HPなどでお知らせします。

小児医療費小児医療費のの助成助成をを拡充拡充

次のいずれかに該当する市内在住の中学3年生までの児童
・�所得制限超過により小児医療費助成制度の対象外となって
いる児童

・�小児医療費助成制度の対象で、通院時に500円までの自己
負担のある小学4年生以上の児童

対象児童

助成内容 4月1日㈭～2022年3月31日㈭に医療機関で受診した分の医
療費（保険適用分）を助成。ただし、入院中の食事代は対象外。
健康保険から助成される高額療養費、付加給付金などがある
場合はその分を控除

ほか 申請方法や締め切り日など詳細は4月上旬に対象の方へ送付
する案内をご覧ください

助成まで
の流れ　

医療機関の窓口で
医療費を支払う

市役所子育て支援
課に払い戻し申請

指定口座に
振り込まれる
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	市指定重要文化財に指定
　市は、萩園の三
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に保管されている大絵馬「東川斎桂山筆　源為朝
図」を2月18日付けで市指定重要文化財に指定しました。この絵馬は江戸
時代末期の茅ヶ崎における庶民の生活文化を知ることができる資料であ
り、制作者の東川斎桂山の活動を知る上でも貴重な作品であると判断され
ました。� 【社会教育課文化財保護担当】
　絵馬の図柄は、源為朝が鬼島に
渡り大暴れしたという『保元物
語』をもとに描かれたもので、奉
納年月は1836年（天保7年）12月
であることが分かっています。為
朝が疫病除けの象徴とされる例
があることから、魔除けと捉える
ことができる他、天保年間の飢

き

饉
きん

や水害をはじめとする不安定な
世相に対する意識を反映したも
のと考えられます。
　東川斎桂山は、江戸時代末期に相模国各地で活動した町絵師で、本市を
はじめ、海老名市、相模原市、平塚市でも多数の作品を残しています。

旧和田家住宅
浄見寺

旧三橋家住宅

大岡越前通り

駒寄川

（仮称）歴史文化交流館

N

弓の名手と知られた源為朝の弓を鬼が弾こ
うと奮闘する姿が描かれている
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類型　住宅型有料老人ホーム
居住の権利形態　利用権方式
入居時の要件　自立・要支援・要介護
利用料の支払い方式　月払い方式
介護保険　在宅サービス利用可
介護居室区分　全室個室

施設見学
随時申込受付中

入居・見学に関するお問合わせ…

◎神奈川中央バス 茅ヶ崎高校前バス停 徒歩約5分

がん・難病患者のホスピス住宅
24時間訪問看護・介護利用可能

入 居 者 様 募 集 中


